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◆最新・行政の動き  
 
厚労省は、小売業・介護施設などの労災防止対策として、令和４年度から「＋Ｓａｆｅ」（プラスセーフ）

コンソーシアム事業をスタートさせます。 
 
令和４年１月時点の死傷者数は第 13 次労災防止計画の基準を超えるペースで発生し、特に小売業・介護

施設を中心に、転倒・腰痛などの行動災害（労働者の作業行動に起因する労災）が増えています。 
 
このため、企業・関係行政機関・業界団体などを加盟団体とする「コンソーシアム」（共同事業体）を設

置し、人材確保も含めた総合的な経営対策として事業者の行動変容を促します。 
 
併せて、都道府県労働局内でも「＋Ｓａｆｅ協議会」（仮称）を組織し、取組み目標の設定、啓発資料の

作成、好事例収集等を通じて、自主的な安全管理をバックアップします。 
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◆ニュース  
 
安衛関係 11省令を一斉改正 一人親方も保護対象に 

 
安衛則・有機則・粉じん則・石綿則など安衛法関係の 11省令が一斉に改正されます。施行は、令和５年

４月１日を予定しています。 
 
キッカケは、令和３年５月に出された最高裁判決です。石綿ばく露の労働者が健康被害を被ったのは、労

働大臣（当時）が規制権限を行使しなかったためと認定しました。 
 
たとえば、安衛法 22 条では「事業者に対し健康障害防止措置」を義務付けています。労働大臣は、「安衛

法で定義する労働者（労基法と同じ）」以外の者に対しても措置を講ずべきところ、安衛関連則のなかでは、
規制対象を労働者に限定しているものもみられます。 
 
この判決を受け、厚労省では、安衛法令全体について見直し作業を進め、「労働者と同じ場所で働く労働

者以外の者」（一人親方など）も含める形で、条文の修正を図ります。 
 
たとえば、立入禁止に関し、「作業に従事する労働者」とあるのを、「作業に従事する者」に変更するなど

のパターンが考えられます。ただし、一人親方等は事業者と指揮命令関係にないことから、「配慮規定」や
「周知義務」という形で追加される部分もあります。 
 
求人・求職メディアへの規制を強化 事業開始届出等も義務化へ 

 
国会提出の「雇用保険法等の一部を改正する法律案」は、徴収法・職安法等の改正内容も含む一括法案で

す。 
IT 技術の進展に伴い、インターネット上には求人・求職情報があふれ、その情報の種類も多岐化してい

ます。職安法の改正に関しては、そうした状況も踏まえ、雇用仲介業者の「マッチング機能の質的向上」を
目指します。 
 
まず、募集情報等提供事業者（ネット上の公表情報を収集する求人メディア等も範囲に含める形で定義

を拡大）を、ハローワーク等と協力する雇用仲介事業者として位置付けると同時に、厚労大臣の改善命令の
対象に加えるなど規制の強化を図ります。 
特に「求職者情報」提供に従事する業者を「特定募集情報等提供事業者」と呼称し、事業開始の届出・事

業報告書の提出等の行政手続きの対象とします。 
 
さらに、派遣・職業紹介など募集情報等提供に関わる事業者全体に対しては、情報表示の的確性（虚偽表

示の禁止等）等に関する義務内容を強化する方針です。施行は、一部を除き、令和４年 10 月 1 日を予定し
ています。 
 
感情的な対応はタブー 日商がパワハラ防止冊子 

 
令和４年４月から、中小企業に対してもパワハラ防止措置が義務付けられます。日本商工会議所は、中小企

業向けに、管理監督者の留意事項などを盛り込んだガイドブック（ハラスメント対策ＢＯＯＫ）をＨＰ上で公
開しました。 
 
同会議所が実施した調査では、「パワハラ対策と適正な指導との困難」等の悩みを抱えている実態が明らかに

なっています。このため、ハラスメントの定義や実例、防止措置・事後対応等に至る一連の流れ等を詳しく説
明しています。 
 
管理監督者自身が感情的になってしまった場合、「日を改めて指導」するのが望ましく、「部下が泣いている

間は、何をいっても論理的に理解されず、叱られたという記憶のみが残る」と指摘しています。 
 



   
◆送検  
 
虚偽の台帳提出で逮捕 割増不払で証拠隠滅図る 十和田労基署 

 
 青森・十和田労基署は、従業員９人の割増賃金 500 万円を支払わなかった疑いで、食品製造業２社の代
表取締役（兼務）を青森地検八戸支部に身柄送検しました。同管内での逮捕事案は約 30年ぶりということ
です。 
 
 ２社では最大１カ月 73 時間の時間外労働があり、１人当たりの不払額は最高で 117万円に達していまし
た。 
 
 労基署が労基法 101 条に基づき書類提出を求めた際、代表取締役は事務担当従業員に「虚偽事項を記載
した賃金台帳」を提出させていました。 
 
 捜査の段階でほかにも「証拠隠滅をうかがわせる挙動もあった」ため、逮捕に踏み切ったものです。代表
取締役については、「割増賃金の不払い」のほか、「虚偽記載の帳簿書類提出」も送検理由となっています。 
 
 

◆実務に役立つＱ＆Ａ  
 
就業場所間の通災か 家業を終業後手伝う 

 
 当社では兼業を許可制にしています。家業（自宅と
別の店舗）を手伝いたいという申出がありました。終
業後として、移動中の事故は通勤災害といえるのでし
ょうか。 

 
  就業の場所から他の就業の場所への移動も、通勤の
範囲に含まれています（労災法７条２項２号）。 

 
当該移動の間に起こった災害に関する保険給付は、

「終点たる事業場」の保険関係で行う（労災則 18 条
の５第２項、平 18・３・31 基発 0331042 号）として
います。 

 
終業後にアルバイト先へ向かうようなケースであれば、アルバイト先の保険関係で処理するこ

とになります。 
 
家業が同居の親族のみを使用する場合、「労働者」には当たらない可能性があります（労基法

116 条）。労災保険でも、同様に解されます（労災法コンメンタール）。 



  
◆職場でありがちなトラブル事例  
 
雇保の加入手続き遅れる 教育給付でも不利益と主張 

 
 会社を退職したＡさんは、ハローワークに求職の申込みに行きました。ところが、基本手当の所定給付日
数が思ったより少なく、期待した日数（180日）の半分（90 日）しかありません。 
 
 窓口で説明を聞くと、会社が雇用保険の資格取得届を出した年月日が、Ａさんの入社日よりかなり遅い
ことが判明しました。 
 
 失業給付の日数が少ないだけではありません。求職期間を利用して、雇用保険の教育訓練給付を受けよ
うと計画していたのですが、こちらの受給要件も満たしません。 
 
 踏んだり蹴ったりの状態のＡさんは、自分が被った損失を会社が補填するように求めて、あっせん申請
を行いました。 

事業主の言い分 
 
手続きが遅れたのは、何度も催促したのに、本人が必要書類の提出を怠っ

ていたからです。その後、ハローワークの助言を受け、ようやく書類なしで
資格取得を認めてもらった経緯があります。 
 

Aさんが速やかに協力してくれれば、今回のトラブルは回避できたわけで、
すべてこちらの落ち度という主張は、当方として承服しがたいところです。 

指導・助言の内容  
 事業主に対しては、「事情はどうであれ、雇保加入の手続きは事業主として果たすべき責任であり、
何らかの補償を行う必要がある」と説得しました。 
 A さんには、「教育訓練給付は、本人が講座を受講し、費用を支払って、初めて受給資格を得られる」
という点を指摘し、未受講分の請求は撤回してもらいました。 
 
結果  
会社が A さんに対して和解金 35万円を支払うことで合意が成立し、和解文書を作成しました。 

従業員の言い分 
 
「会社のミスなので何とかならないか」とハローワーク窓口で相談したの

ですが、「行政処分の時効である２年を経過していて、加入年月日の遡及は
できない」という回答でした。 
 
会社に対し、本来、受けられるはずだった基本手当との差額（90日分）と

教育訓練給付未受講分の損失を合わせ、70万円の支払を要求しました。 


